
第２２号議案 

 

   東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を改正する条

例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和５年２月１６日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）の改正に

伴い、乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務を定める等のため

提出します。 



   東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を改正する条

例 

 

 東京都台東区自転車安全利用促進条例（平成２７年６月台東区

条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第４条に次の２項を加える。 

４ 自転車利用者は、自転車を運転するときは、乗車用ヘルメッ

トをかぶるよう努めなければならない。 

５ 自転車利用者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当

該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなら

ない。 

 第６条第２項中「に乗車する場合」を「を運転するとき」に、

「自転車乗車用ヘルメット」を「乗車用ヘルメット」に、「着用さ

せる」を「かぶらせる」に改める。 

   付 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 


